
　市では、小さい子どもを育てるお父さん、お母さんをサポートする『地域
子育て支援センター』を２カ所開設しています。親子で来園して楽しく遊ん
だり、友達を作ったり、保護者同士の交流の場としてもご利用ください。
　また、市内２つの保育園では、園庭を開放をしています。『地域子育て支
援センター』と『園庭開放』は、市内に住んでいる小学校就学前までの乳幼
児と保護者なら、どなたでも無料で利用できます。

すみれひろば

（地域子育て支援センターすみれ）
四日町２３４‐１電話０５５‐９４９‐０８２３
月～金 ９：００～１１：３０、１３：００～１６：００

（祝日除く）
● 7 月のぎょうじ ●

　１日（木）１０：３０～おはなし会
　５日（月）１０：３０～制作
　６日（火）１０：３０～制作
　７日（水）１０：３０～七夕
１２日（月）プール開き
１３日（火）１０：３０～リズム遊び
１６日（金）１０：３０～親子体操
　　　　　（講師：山田政彦先生）
２２日（木）１０：３０～たんじょうび会
（７月生まれの子、要事前申込み）

２７日（火）大きくなったかな（身体測定）
３０日（金）きれいにしよう
●行事の時間はすべて午前中のみ。
　（身体測定は午後も実施します）
●育児相談はいつでも受けます。

　　園  庭  開  放
　親子で気軽にご利用ください。
●社会福祉法人護汝会　慈恩保育園
 白山堂１７１‐２電話０５５８‐７６‐２５５２
月～金９：００～１１：３０（祝日除く）
●市立ひまわり保育園大仁分園
 大仁２２９‐１電話０５５８‐７６‐１１７３
月～金９：００～１１：３０、
　　　１３：３０～１６：００（祝日除く）

たんぽぽひろば

（地域子育て支援センターたんぽぽ）
三福２９５‐１　電話０５５８‐７６‐６００６
月～金 ９：００～１１：３０、１３：００～１６：００

（祝日除く）

▲ 7 月のぎょうじ ▲
　２日（金）１０：３０～親子体操
　　　　　（講師：山田政彦先生）
　５日（月）１０：００～七夕飾りを作ろう
　６日（火）１０：００～七夕飾りを作ろう
　７日（水）１０：４５～七夕
　９日（金）１１：００～リズムであそぼう！
１２日（月）プール開き
１４日（水）１０：３０～花火教室
　　　　　（指導：田方中消防署員）
２２日（木）１０：００～絵の具遊び
２７日（火）１１：００～星のおはなし会
● 行事の時間はすべて午前中のみ。
● 育児相談はいつでも受けます。

　　　　詳しくは各園までお問い合わせください。

＊ひまわり保育園大仁分園でも、
７月７日（水）１０：３０～七夕のつ
どいを開催します。うさぎ組や
一時保育のお友だち、園庭開放
に来たお友だち、みんな一緒に
七夕を楽しみましょう！
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２０１０.7．１いずのくに（カレンダー裏・右）

●限度額適用・標準負担額減
額認定証
　認定証も８月１日（日）から
変わります。
　現在、認定証をお持ちの場
合、８月中に新しい認定証を
郵送します。ただし、市民税
非課税世帯でなくなった人に
は交付されません。
　認定証をお持ちでない市民
税非課税世帯の被保険者で交
付を希望する人は、国保年金
課、韮山 ･ 大仁市民サービス
課で申請をしてください。

平成22年８月１日

平成 21年 3月 21日

3割

平成 22年８月１日

見
本

オレンジ色に変わります！

２０１０.7．１いずのくに（カレンダー裏・左）

■ 高齢受給者証
　８月１日（日）からの新しい受給者証・被保険者証を、7月下旬までに郵
送しますので、届いたら内容を確認し大切に保管しましょう。
　有効期限の過ぎたものは、細かく裁断するなどして処分してください。
　　　　　　　　　　　　　　　問合せ　国保年金課　電話 055‐948‐2905

　国民健康保険
に加入の７０～
７４歳までの人
に、高齢受給者
証を交付してい
ま す。 こ れ は、
７０歳の誕生月の
翌月（１日生まれ
は誕生月）から交
付されます。８
月以降に７０歳に
なる人には、誕

生月の下旬に高齢受給者証を送ります。

７０～７４歳の国民健康保険加入者

●自己負担割合
　自己負担割合は、市民税課税状況と前年の所得
などにより決まります（右の表のとおり）。
●有効期限
　有効期限は平成２３年７月３１日まで。ただし、
平成２３年７月３１日以前に７５歳になる場合は
７５歳の誕生日の前日まで。75 歳になると後期
高齢者医療（下の記事）に切り替わります。

● 自己負担割合　自己負担割合は１割、または３割で、
前年の所得により決まります（下の枠内のとおり）。

＊ １割負担の受給者証は、平成２３年４月から一律２割負担となる（予定）
ため、「２割（平成２３年３月３１日までは１割）」と表示されています。

　７５歳の誕生日から、後期高齢者医療制度に加入し、後
期高齢者医療制度の被保険者証が交付されます。８月以降
に７５歳になる人には、誕生月の前月下旬に被保険
者証を送ります。

割合 対　象

３
割

現
役
並
み
所
得
者

同一世帯に市民税課税標準額が１４５万円以上の７０～
７４歳までの国保被保険者がいる人。
＊ただし、次の人は申請すると「１割」になります。
●７０～７４歳までの国保被保険者の収入の合計が２人以
上の場合で５２０万円未満、１人の場合は３８３万円未満の
人。●同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がい
て、現役並み所得者になった国保被保険者１人の世帯の
場合、市民税課税標準額が１４５万円以上かつ収入が
３８３万円以上で、同一世帯の国保から後期高齢者医療に
加入した人も含めた収入の合計額が５２０万円未満の人。

１
割
＊

一
般現役並み所得者、低所得者Ⅰ ･Ⅱに該当しない人

低
所
得
者
Ⅱ

同一世帯の世帯主と国保被保険者
全員が市民税非課税の人（低所得
者Ⅰ以外の人）

低
所
得
者
Ⅰ

同一世帯の世帯主と国保被保険者
全員が市民税非課税で、各所得が
いずれも０円の人（年金の所得は
控除額を８０万円として計算） 

入院時に「限度額
適用 ･ 標準負担額
減額認定証」が必
要（国保年金課、
韮山 ･ 大仁市民サ
ービス課で申請）。

【３割になる人】
① 市民税課税標準額が１４５万円以上の後期
高齢者医療の被保険者
②①と同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者
＊ただし、次の人は確定申告書の写し等を添
えて申請すると「１割」になります。
● 世帯に後期高齢者医療の被保険者が１人で、
その被保険者の収入が３８３万円未満の人
● 世帯に後期高齢者医療の被保険者が２人以
上で、その被保険者の収入合計額が５２０万
円未満の人

● 世帯に後期高齢者医療の被保険者が１人で、
同じ世帯に７０歳以上７５歳未満の人がいる
場合、被保険者と同じ世帯の７０～７５歳未
満の人の収入合計額が５２０万円未満の人

■ 後期高齢者医療被保険者証 後期高齢者医療加入者

平成 23年 7月 31日

1 2 3 4 5 6 7 8

静岡県伊豆の国市
長岡 340 番地の 1

伊豆野　国美　　　　　　　　女

昭和　9年 3月 21日　 　　　

3 9 2 2 2 2 5 2 

平成 22年 8月 1日

1 2 3 4 5 6 7

静岡県伊豆の国市
長岡 340 番地の 1

伊豆野　国太郎　　　　　　　男

伊豆野　国太郎　　

昭和 12年 1月 23日　 　　　男

２割（平成 23年 3月 31日までは１割）

平成 22年８月１日

平成 23年７月 31日
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